
～命のボランティア登録は、２ｍＬの採血から～

日本で非血縁者間の骨髄移植や末梢血管細胞移植を必要としている患者さんは、毎年少なくとも 2,000 人を数えます。

一人でも多くの患者さんを救うには、一人でも多くのドナー登録が不可欠です。ドナー登録は、約２ｍｌの採血で済みます。

適合するドナーの方を待ち望む患者さんにとって、皆様の登録が、命をつなぐチャンスになるかもしれません。

～ドナー登録までのながれ～

１．ドナー登録のし

おり「チャンス」（※

１）に記載されてい

る内容を確認し、理

解します。

２．登録申込書に必要

事項を記入し、登録窓

口（※２）に持参しま

す。

３．登録窓口で説明

を受け、申込手続き

をした後、白血球の

型を調べるため採

血します。

４．日本赤十字社骨

髄データセンターか

らドナー登録確認書

が送付されます。（登

録完了）

（※１）ドナー登録のしおり「チャンス」並びに登録窓口は、日本骨髄バンクのホームページ

（http：∥www.jmdp.or.jp）をご覧ください。

（※２）最寄りの登録窓口 ●献血ルーム フェイス（船橋市本町 1-3-1 Face ビル７Ｆ）

ＴＥＬ：047-457-9928

【お問い合わせ】

浦安市 健康こども部 健康増進課

TEL 047－381－9001 FAX 047－381－9083

Mail kenzo@city.urayasu.lg.jp

浦安市では、骨髄・末梢血幹細胞提供者（ドナー）の増加や多くの骨髄・末梢血幹細胞移

植の現実をめざして、ドナーとドナーが従事する国内の事業所に補助金を交付する「骨髄移

植ドナー支援事業」を実施します。

●提供者（ドナー）

市内に住所があり、公益財団法人日本骨

髄バンクが実施する骨髄バンク事業で

骨髄・末梢血幹細胞の提供を完了し、証

明する書類の交付を受けた方

●提供者（ドナー）が従事する事務所

提供者（ドナー）が従事している国内の

事業所（国・地方公共団体等を除く）

補助対象者

●提供者（ドナー）

骨髄・末梢血幹細胞の提供１回につき２

万円

●提供者（ドナー）が従事する事業所

提供者（ドナー）１人につき１万円

※通院等の日数は、健康診断や骨髄・末梢

血幹細胞の採取等に係る入院の日数を

合計したものとし、７日を上限とする。

補助金の額


